
特 記 仕 様 書 
 

第１章 総則 

 

（適用範囲） 

第１条 

この特記仕様書は、令和７年度地籍調査業務委託（その５）（以下「本業務」という。）

に適用する。 

 

（業務目的） 

第２条 

本業務は、国土調査法に基づく地籍調査を行うものである。 

 

（準拠図書） 

第３条 

本業務は、契約書・設計図書及び本特記仕様書によるほか、下記の仕様書等によるもの

とする。（下記の法令等は一例で、「地籍調査必携 2024」等により関係法令等を参照する

こと。） 

１ 国土調査法（昭和26年6月1日法律第180号） 

 ２ 国土調査法施行令（昭和27年3月31日政令第59号） 

 ３ 地籍調査作業規程準則（昭和32年10月24日総理府令第71号） 

 ４ 地籍調査作業規程準則運用基準（平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・

水資源局通知） 

 ５ 地籍図作成要領について（令和3年3月31日付け国不籍第489号国土交通省不動産・

建設経済局地籍整備課長通知） 

 ６ 地籍簿作成要領について（令和3年3月31日付け国不籍第581号国土交通省不動産・

建設経済局地籍整備課長通知） 

 ７ 地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成14年3月14日国土国第591号国土交通省

土地・水資源局通知）最終改正：令和3年3月31日国不籍578号 

 ８ 基準点測量作業規程準則（昭和61年11月18日総理府令第51号） 

 ９ 調査図素図表示例(昭和32年10月24日経企土第179号経済企画庁総合開発局長通

達) 

 １０ 地籍調査票作成要領について（令和3年3月31日付け国不籍第579号国土交通省不

動産・建設経済局地籍整備課長通知） 

 １１ 測量法（昭和24年6月3日法律第188号） 

１２ 測量法施行令（昭和24年8月31日政令第322号） 



１３ 鹿児島市公共測量作業規程（鹿児島市 平成20年12月） 

１４ 測地成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル（平成13年3月国土交

通省国土地理院） 

１５ 地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例（平成29年11月国土

交通省土地・建設産業局地籍整備課） 

１６ 地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン（平成25年4月 国土交通

省 土地・建設産業局) 

１７ 地籍調査成果電子納品要領（平成29年4月 国土交通省 土地・建設産業局） 

なお、使用する図書については、事前に調査職員の承諾を受けなければならない。 

 

（疑義） 

第４条 

本特記仕様書及び上記準拠図書に記載されていない事項等で疑義が生じた場合は、調

査職員と協議し、かつその指示に従うものとする。 

 

（法令等の遵守） 

第５条 

受注者は、本業務の実施にあたり関連する法令等を遵守しなければならない。 

 

（公益確保の義務） 

第６条 

受注者は、本業務を行うにあたり公益の安全、環境その他の公益を害することのないよ

うに努めなければならない。 

 

（中立性の保持） 

第７条 

受注者は、常にコンサルタントとして中立性を保持するよう努めなければならない。 

 

（守秘義務） 

第８条 

受注者は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するとともに、個人情報の漏えい、

滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。  

２ 受注者は、本委託の結果（実施の過程において得られた記録等を含む。）を第三者に

閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ監督員の書面による

承諾を得たときはこの限りではない。  

３ 受注者は、本委託に関して監督員から貸与された情報、その他知り得た情報を当該



業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。  

 

（業務カルテ作成・登録） 

第９条 

受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業

務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正

時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職

員にメール送信し、調査職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15 日（休日

等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日（休日等を除く）

以内に、完了時は業務完了後、15 日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜、登録機

関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技

術者とする（担当技術者の登録は３名までとする）。 

また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調

達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、

テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをしたうえ

で、「登録のための確認のお願い」を作成し、調査職員の確認を受けること。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に調査職員にメール送信

される。なお、変更時と完了時の間が、15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変

更時の登録申請を省略できるものとする。 

また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリス

から発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請

しなければならない。 

 

（調査職員） 

第１０条 

本業務については、調査職員を置くこととし、その職・氏名等については、別途通知

する。 

 

（管理技術者、照査技術者、担当技術者の配置） 

第１１条 

本業務は、業務共通仕様書（鹿児島県）に準じる管理技術者、照査技術者、担当技術

者を配置すること。なお、管理技術者及び担当技術者は、照査技術者を兼務できないも

のとする。 

・管理技術者資格要件：土地家屋調査士、土地区画整理士、土地改良換地士、地籍調

査主任調査員、地籍工程管理士又は地籍調査管理技術者のい

ずれかの資格を有し、２年以上の地籍調査の実務経験があ



り、かつ、測量士の資格を有する者であって、連続して３月

以上の直接的な雇用関係にあるものを配置できること。  

・照査技術者資格要件：土地家屋調査士、土地区画整理士、土地改良換地士、地籍調

査主任調査員、地籍工程管理士又は地籍調査管理技術者のい

ずれかの資格を有し、２年以上の地籍調査の実務経験があ

り、かつ、測量士の資格を有する者であって、連続して３月

以上の直接的な雇用関係にあるものを配置できること。  

 

（担当技術者） 

第１２条 

１ 担当技術者とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めたものを

いう。 

２ 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要

な事項を業務計画書に記載するものとする。 

３ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 

 

（業務協議） 

第１３条 

１ 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をと

り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注

者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 

２ 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は

打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認

しなければならない。 

３ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調

査職員と協議するものとする。 

４ 本業務における業務協議は原則として当初 1 回、中間２回、成果物納入時 1 回と

し、「当初打合せ」及び「成果物納入時」には、管理技術者及び担当技術者が立会う

こと。 

 

（業務進行管理） 

第１４条 

受注者は、現地での調査実施中、立会者氏名、調査状況等について、速やかに作業日

誌を作成し、週報と合わせて、翌週に調査職員に提出するものとする。 



 

 

（提出書類） 

第１５条 

受注者は、本業務の着手及び完了に当たって、下記の書類を提出しなければならな

い。 

（１）業務計画書 （２）管理技術者選任通知書 （３）照査技術者選任通知書 

（４）納品書  

なお、提出書類の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度、調査職

員に提出しなければならない。 

 

（業務計画書） 

第１６条 

１ 受注者は、契約締結後 14日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、調査職

員に提出しなければならない。 

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（１）業務概要 （２）実施方針 （３）業務工程 （４）業務組織計画 

（５）打合せ計画 （６）成果物の品質を確保するための計画 （７）照査計画 

（８）成果物の内容、部数 （９）使用する主な図書及び基準 

（10）連絡体制（緊急時含む） （11）使用する主な機器 （12）その他 

 

（資料の貸与及び返却） 

第１７条 

１ 調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するもの

とする。 

２ 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに調査職

員に返却するものとする。 

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならな

い。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとす

る。 

 

（関係機関との協議） 

第１８条 

本業務の実施にあたって、受注者が行うべき官公庁等の関係機関との諸手続きについ

ては、調査職員と協議のうえ、速やかに行い業務に支障のないようにすること。 



また、受注者は、官公庁等からの指示を受けた時は、遅滞なくその旨を調査職員に報

告し協議するものとする。 

 

（土地への立ち入り等） 

第１９条 

１ 受注者は、屋外で行う業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合

は、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなけれ

ばならない。 

なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただ

ちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。 

２ 受注者は、業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一

時使用する時は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 

なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、受注者が得

るものとするが、発注者はこれに協力しなければならない。 

３ 受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願

を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携

帯しなければならない。 

なお、受注者は、立ち入り作業完了後 10 日以内（休日等を除く）に身分証明書を

発注者に返却しなければならない。 

 

（証明書の交付） 

第２０条 

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請によるものとする。 

 

（安全管理） 

第２１条 

受注者は、道路交通法第７７条第１項に基づく道路使用許可等を含め関係法規を常に

遵守し、安全管理に努めなければならない。 

調査実施中に事故が発生した場合は作業を中止し、速やかに事故発生の原因、経過、被

害状況等の内容を発注者に報告するとともに、受注者の責任において、この処理対策に努

めなければならない。 

 

（設計変更等） 

第２２条 

設計変更等については、業務委託契約書第２１条から第２９条及び業務共通仕様書共

通編１１２１条から１１２４条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や



手引きについては、「鹿児島市土木設計業務等変更ガイドライン（平成 31年３月）」によ

るものとする。 

 

（成果物の照査）    

第２３条 

本業務における照査については、受注者の責任において、確実に実施すべきものと

し、確認・修正結果を設計図面、設計計算書及び数量計算書に書き込み、それらを残す

等、照査の根拠となる資料を示すことができる照査方法を含むものとする。 

なお、確認・修正結果は成果物として提出の必要はないが、成果物納入時の照査報告

の際に発注者に提示するものとする。 

 

（成果物の審査） 

第２４条 

１ 受注者は、成果物納入時に本市の成果物審査を受けなければならない。 

２ 成果物の審査において、訂正を指示された箇所は直ちに訂正しなければならない。 

 

（成果の提出・引渡し） 

第２５条 

１ 受注者は、業務が完了したときは、設計図書に示す成果物（設計図書で照査技術者

による照査が定められた場合は照査報告書を含む。） を業務完了報告書とともに提

出し、検査を受けるものとする。 

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示を同意した場合は履行

期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。 

 

（受検体制） 

第２６条 

受注者は、完了検査に際しては成果物及びその他の関係資料等を整えておくものと

し、管理技術者を立会させなければならない。 

 

（費用の負担） 

第２７条 

本業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても原則とし

て受注者の負担とする。 

 

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置） 

第２８条 



暴力団関係者等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報

しなければならない。また、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより工程に

遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。 

 

 

第２章 業務内容 

 

（業務に関する一般事項） 

第２９条 

一筆地調査時等に、地元からの要望・要求があった場合は、調査職員に報告するも

のとする。 

 

（業務内容） 

第３０条  

各工程の業務内容は下記の通りとする。 

 

１ 縮尺及び精度 

 本業務の縮尺及び精度は以下の通りとする。 

項目 区分 

精度 甲２ 

縮尺 1/500 

 

２ 一筆地調査 

 一筆地調査の工程区分及び関係法令は下記のとおりとする。 

一筆地調査の工程 地籍調査作業規定準則 

E工程 ①計画 

第13条、第14条、第15条に基づき実施 ②地元説明会 

③関係機関等との調整 

④関連資料整理 第16条、第17条、第18条に基づき実施 

⑤現地調査の通知 第20条に基づき実施 

⑥筆界表示杭の設置 第21条に基づき実施 

⑦現地調査 
第23条～第36条に基づき実施 

⑧点検整理 

 

（１）  現地調査準備資料の作成 



① 受注者は、一筆地調査のために下記の資料を作成し、調査職員に提出すること。 

   ア 調査図案（前年度以前に作成された調査図素図を、本年度調査地区に編集し、

取りまとめたもの。） 

    イ 境界比較図 

   ウ 境界立会い日程表 

エ 地籍調査票 

② 立会いの日程については、筆数・面積等を十分考慮し、日割り及び作業体制を決定

すること。 

 

（２） 現地調査の通知 

① 受注者は、現地調査の通知事務を行う。なお、住所不明所有者等の調査について

は発注者が行い、受注者へ情報提供を行う。 

② 現地調査を実施するため、立会い通知文を、原則として、立会い日の2週間前まで

に土地所有者等に送付すること。 

③ 通知文には、日時、集合場所、地図等を記載すること。 

 

（３） 現地調査作業 

① 一筆地の現地調査は、受注者及び土地所有者等が立会いして行うこと。 

② 地籍調査票（様式第1号）の作成にあたっては、土地所有者等に署名・押印を得る

こと。 

また、土地所有者等の連絡先、意見、要望などのほか、発言内容などを、備考欄、

裏面および別紙に必ず記載しておくこと。 

確認日に記載できなかった場合は、後日、土地所有者等全員の意見、要望等をまと

めた資料を市へ提出すること。 

③ 筆界確認にあたっては、土地所有者等の確認が完了したことが分かるように全部

の筆界点の写真管理等を行うこと。 

④ 本業務の翌年度に実施する国土調査法第17条の規定による成果の閲覧において、

土地所有者等への立会状況等の説明が必要な場合には協力すること。 

⑤ 立会時に、「隣接の方の協力が得られず境界が確認できなかった場合は、「筆界未

定」となる可能性があること」を説明すること。 

⑥ 筆界未定となる場合は、筆界特定制度の活用に係る説明を行うこと。 

 

（４） 再立会い者・未立会い者への対応 

① 受注者は、筆界確認が得られず、再立会いが必要な土地及び未立会いの土地につい

て、土地所有者等及び発注者と打合せの上、再度、土地所有者等へ立会い通知文を

送付すること。 

 ② 再度立会い通知文を送付するも、筆界確認が得られない筆については、調査職員に

報告し、対応について発注者と協議を行うこと。 

 



（５） 筆界標示杭の設置 

・受注者は、準則第21条に規定される筆界標示杭の設置にかかる説明を土地所有者

等の地元関係者に対し行うものとする。 

・既設及び新設の筆界標示杭は必ず写真撮影を行うこと。 

・調査終了後は、調査地区の既設杭、新設の金属鋲、金属プレート等の設置実績数を

とりまとめ、報告すること。 

 

（６） 地元関係者への確認 

受注者は、一筆地調査を行うにあたって、土地所有者等の地元関係者に対し説明・

確認等を行うこと。 

なお、説明・確認等の記録は、地籍調査票に確実に明記し、随時報告すると共に

業務完了時に提出すること。 

 

（７） 現地調査での対処 

 ① 現地調査における問題への対処 

   現地調査で発生した問題は、受注者が対処すること。また、調査時に発生した問題

については、随時、調査職員に報告すること。 

② 筆界の確認が得られない場合の対処 

受注者は、一筆地調査の結果、筆界の確認が得られなかったものについては、そ

の経緯を記録し、調査職員に提出し、その後の調査については、調査職員の指示に

従うこと。 

なお、筆界未定の最終判断は、発注者が行う。 

 

（８） 一筆地調査完了報告書 

受注者は、一筆地調査完了報告書を作成し調査職員に提出すること。  

 

３ 測量 

細部図根測量及び一筆地測量の工程区分及び関係法令は下記のとおりとする。 

細部図根測量の工程 地籍調査作業規定準則 

FⅠ工程 ①計画 第44条、第59条、第60条に基づき実施 

②選点 第61条に基づき実施 

③設置 第62条に基づき実施 

④観測 

第63条、第64条、第67条に基づき実施 ⑤計算 

⑥点検 

 

一筆地測量の工程 地籍調査作業規定準則 

FⅡ-1工 ①計画 第68条、第70条に基づき実施 



程 ②観測 第70条に基づき実施 

③計算・整理 第71条、第72条に基づき実施 

 

（１） 資料の収集及び調査 

受注者は、測量を行うにあたって、必要な資料については、関係官公署等において十

分調査すること。 

 

（２） 地籍測量の方式  

地籍測量の方式は、地上法とする。  

 

（３） 現況測量 

 個々の土地について、事前に現地の境界杭や塀などの位置を調査・測量し、地積測量図

等に明示されている用地の筆界点との比較を行い、後続の一筆地調査（現地立会）の基礎

資料となる境界比較図を作成する。 

 

（４） 復元測量 

 地積測量図（座標法）上の座標から現地に筆界点の位置を復元する。 

 

（５） 地籍細部測量 

街区多角点節点及び補助点を与点として一次の細部図根点を設置する場合は、地籍調

査作業規程準則運用基準第35条第6項及び第7項により、あらかじめ与点の点検測量を実

施すること。  

民地内へ細部図根点を設置することは可能な限り、避けること。やむを得ず設置する場

合は、必ず土地所有者等に説明し確認を取ること。無断で設置しないこと。 

 

（６） 一筆地測量の方法  

地籍調査作業規程準則第70条により、一筆地測量の方法は、放射法、多角測量法、交

点計算法又は単点観測法によると限定されている。現場状況を踏まえ、発注者と協議の

上決定することとする。 

なお、上記の方法以外で測量を行っていた場合は、必ず発注者に報告し、再測量を行

うこと。 

 

（７） 地元関係者への説明等 

受注者は、測量を行うにあたって、土地所有者等の地元関係者に対し丁寧に説明・確

認等を行うこと。 

なお、説明・確認等の記録は地籍調査票に明記し、随時報告すると共に業務完了時に

提出すること。 

 

 



 

 

（参考文献等の明記） 

第３１条 

本業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとす

る。 

 

 

第３章 成果物  
（成果物の取り扱い） 

第３２条 

成果物はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使

用してはならない。（電子データ含む。） 

 

（成果物） 

第３３条 

本業務の成果物は、次のとおりとする。 

 

本業務は、電子納品対象業務とし、「地籍調査成果電子納品要領（平成 29年 4 月 

国土交通省 土地・建設産業局）」に基づき成果品を作成し、提出すること。また、紙

媒体による成果品も提出すること。 

また、各工程の成果品の提出期日は、調査職員と協議のうえ決定することとし、厳守

すること。 

なお、Ｅ工程（一筆地測量）完了後のＦⅡ-2 工程（原図作成）以降の作業及びＨ工程

（複図作成）完了後の、法務局送付までの作業（成果の数値情報化など）は、別の受注

者が作成する場合があるので、円滑な引継ぎができるように測量等のオリジナルデータ

の引き渡しを行うこと。 

 

１ 電子成果品  

（１） 受注者は、受注者及び発注者双方においてエラーが無くなるまで、発注者の求

めに応じ成果品を修正・提出するものとする。 

（２） 成果品の提出部数は以下のとおりとする。 

   電子媒体（CD-R 等）：1部（正） 

（３） CAD 形式は、甲・乙協議の上決定することとする。 

（４） 地籍調査結果閲覧表及び閲覧確認図をスキャンし、pdf ファイルで保存したも

のを CD-R 等で一部提出すること。なお、pdf ファイルは地番順に整理すること。 



 

２ 紙媒体等による成果品 

（１） 成果品の提出部数は以下のとおりとする。 

  調査図：2部（内、1部は閲覧用に A1 用紙で製本） 

  境界比較図：1部 

（２） 製本 

・表紙には必ず計画区名（例：231 地区）も記載する。 

・同じ作業項目で分冊を行う場合は、表紙に（1/3）・・・（3/3）（三冊に分冊

する場合）等と記載する。 

・紙質は長期の使用に耐える通常の装丁を行うこと。 

 

３ 納入品目 

成果品の納入品目は次のとおりとする。 

地籍調査細区分 成果等の名称 摘要 

一筆地調査 調査図、調査図一覧図  
 

地籍調査票  
 

公図及びその他関連資料  

 土地所有者等確認完了状況写真  

 筆界表示杭設置状況写真（近景・遠景） 遠景は立会写真で可 

細部図根測量 基準点成果簿（写） 
平均縮尺係数等の計

算書含む 

 既知点点の記   

 細部図根点選点図   

 細部図根測量平均図   

 細部図根測量観測図 
必要に応じて基線解

析図含む 

 観測記録簿   

 観測手簿 
APA・SIMA 又は

RINEX フォーマット 

 観測記簿 
高度角補正計算書含

む 

 距離補正計算書 必要な場合のみ 

 点検計算簿   

 点検計算路線図   

 座標計算書   



 
セット間較差の点検及び座標計算書 必要な場合のみ 

網平均計算簿   

 点検測量簿 手簿・記簿 

 受信状況図（＝カーテン情報） 必要な場合のみ 

 観測スケジュール 必要な場合のみ 

 精度管理表 
点検測量精度管理表

含む 

 与点の点検簿   

 細部図根点成果簿   

 細部図根点網図   

 細部図根点配置図   

 使用機器検定証明書・試験検査成績書   

 使用プログラム検定証明書   

 検査成績表   

 ファイル説明書 必要な場合のみ 

 測量成果検定証明書   

一筆地測量 基準点成果簿（写） 
平均縮尺係数等の計

算書含む 

 観測記録簿   

 観測手簿   

 観測記簿 
高度角補正計算書含

む 

 距離補正計算書   

 点検計算簿   

 座標計算書   

 セット間較差の点検及び座標計算書 必要な場合のみ 

 網平均計算簿   

 受信状況図（＝カーテン情報） 必要な場合のみ 

 観測スケジュール 必要な場合のみ 

 精度管理表   

 与点の点検簿   

 筆界点成果簿   

 使用機器検定証明書・試験検査成績書   

 使用プログラム検定証明書   

 検査成績表   



 ファイル説明書 必要な場合のみ 

復元測量 復元箇所位置図  

 復元箇所座標  

 観測手簿・記簿及び座標計算書  

現況測量 基準点成果簿（写） 
平均縮尺係数等の計

算書含む 

 観測記録簿   

 観測手簿   

 観測記簿 
高度角補正計算書含

む 

 点検計算簿   

 座標計算書    

 セット間較差の点検及び座標計算書 必要な場合のみ 

 受信状況図（＝カーテン情報） 必要な場合のみ 

 観測スケジュール 必要な場合のみ 

 精度管理表   

 使用機器検定証明書・試験検査成績書   

 使用プログラム検定証明書   

 検査成績表   

 境界比較図   
 

 

（手直し） 

第３４条 

受注者は、業務が完了したとき受注者の責に帰すべき理由による成果物の不良箇所が

発見された場合は、速やかに訂正、補足、その他の措置を行わなければならない。 

 

（ウィークリースタンス） 

第３５条  

業務の実施にあたっては、「環境改善実施要領（業務編）」に基づき、受発注者相互に協

力し、取り組むものとする。 

 


